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TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 9 月 29 日開催予定の第 16 回定時株主総会

において、「上場廃止申請の件」を付議、同総会における特別決議を経た後、すみやかに上

場廃止申請をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．上場廃止申請を行う理由 

当社は、去る 2018 年５月、TOKYO PRO Market に株式を上場いたしました。株式上場によ

り社会的信頼性が向上したことなどにより、様々な事業活動においてスムーズな展開を図

ることができるようになり、更なる成長、飛躍をもたらす土台として、株式上場は一定の

成果を上げました。上場後２年弱を経た昨年春、比較的多額の投資を伴う新たなビジネス

であるメディア事業をスタートさせることができたのも、株式上場によるひとつの成果で

あったと認識しております。 

しかし、新型コロナウィルスのまん延による極めて厳しい経営環境の下、当該メディア事

業において目論んだ収益が大幅に未達成に終わったことを主因とし、2021 年６月期決算に

おいて大幅な赤字を計上、当社は債務超過状態に陥り、早急かつ抜本的な対策を講じる必

要に迫られる状況に陥りました。 

この経営危機から脱するためには、まずは自らが意思決定することで可能な固定的支出の

極小化を速やかに実現し、手許資金の減少を食い止めること、そして、様々な対策がトッ

プダウンでスピーディに実現できる環境を整えることが急務かつ最重要であることを前提

に、対策の指針を慎重に検討いたしました。 

その結果、上場によるメリットを手放すこととなるものの、まずは手元資金の維持・確保、

そして経営判断の即応性を高める効果が確実にもたらされることが期待できるため、早急

な株式上場廃止申請をすることが妥当であるとの結論に至りました。 

 



２．今後の予定 

上場廃止申請を行うにあたりましては、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の

特例の施行規則」第 130 条により、株主総会の特別決議を要することとなっているため、

第 16 回定時株主総会において、上場廃止申請の件を付議いたします。 

当該株主総会における可決承認を経て、同日、上場廃止申請書を東京証券取引所へ提出し、

受理された後、当社株式は整理銘柄に割り当てられ、20 営業日後に上場廃止となる予定で

す。 

今後、上場廃止に至るまでの主な予定日は下記のとおりです。 

(１) 第 16 回定時株主総会招集事項決議 2021 年９月 14 日 (火曜日) 

(２) 第 16 回定時株主総会 2021 年９月 29 日 (水曜日) 

(３) 上場廃止申請日 2021 年９月 29 日 (水曜日) 

(４) 上場廃止日 2021 年 10 月 27 日 (水曜日) 

 

３．担当 J-Adviser について 

今般策定した日程により当社が TOKYO PRO Market に上場廃止の手続きを進めることに関

し、担当 J-Adviser であるフィリップ証券株式会社からは、上場廃止までの間は担当

J-Adviser としての業務を継続する予定であると説明を受けております。 

 以 上 


